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原子力災害時の屋内退避に関する論点 

令 和 ６ 年 ２ 月 1 4 日 

原 子 力 規 制 庁  

 

１．趣旨 

 本議題は、原子力災害時の屋内退避に関する論点について、委員間で討議をいただくも

のである。 

 

２．経緯 

 第 59 回原子力規制委員会（令和６年１月 17 日）において、令和６年１月 13 日に女川地

域において開催された地元自治体との意見交換の場での意見を踏まえた屋内退避の課題、

及び能登半島地震の状況から見た自然災害と原子力災害による複合災害時の屋内退避の対

応について委員間で討議が行われ、原子力規制庁に対して屋内退避に関する検討の論点を

整理するよう指示があった。 

 

３．討議いただきたい論点 

 第 59 回原子力規制委員会での議論を踏まえ、今後の議論における共通の認識となりうる

項目を（１）と（２）に、屋内退避についての今後の論点を（３）に、以下のとおり整理

したので、これらについて討議をしていただきたい。 

 

（１）複合災害への対応 

 能登半島地震のような家屋倒壊が多数発生する自然災害と原子力災害との複合災害に対

しては、防災基本計画にあるとおり、人命最優先の観点から自然災害に対する安全が確保

された後に、原子力災害に対応することが基本である。このため、各地域の地域防災計

画・避難計画においては、家屋倒壊が多数発生する場合には、地震に対する避難行動を最

優先で行い、地方公共団体が開設する近隣の指定避難所で屋内退避するほか、当該指定避

難所への屋内退避が困難な場合には、ＵＰＺ外に避難することとしていることから、複合

災害時の基本的な対応は示されている。 

原子力災害対策指針（以下「原災指針」という。）では、複合災害時の屋内退避の対応に

関する具体的な記述がないものの、住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くす

ると同時に、被ばくを直接の要因としない健康等への影響を抑えるとの基本的な考え方を

示しており、これを変更する必要はないとしてよいか。 

 

（２）防護措置の考え方 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故では、避難計画や資機材等に係る準備不足

等により避難行動に伴う多くの災害関連死が発生したという教訓等がある。これを踏まえ

れば、避難行動等の防護措置により被ばく線量は低減するが、一方で住民への健康リスク

が増大するという側面があることを認識して対応しなければならない。 

資料１ 



2 
 

こうした点も踏まえて、原災指針は、全面緊急事態に至った時点で、ＰＡＺ内で放射線

被ばくによる重篤な確定的影響を回避し又は最小化するための避難を実施するとともに、

ＵＰＺ内で確率的影響のリスクを低減するための屋内退避を実施し、放射性物質の放出後

には空間放射線量率等から判断して避難や一時移転を行うことを基本としている。 

原災指針における防護措置の考え方は、避難と屋内退避等を適切に組み合わせることに

より、被ばく線量の低減と被ばく以外の健康等への影響を抑えることができるものであり、

引き続き有効であると考えてよいか。 

 

（３）屋内退避の運用 

屋内退避は、主にプルームからの被ばく低減を目的とする防護措置であることから、屋

内退避を効果的に運用するには、放射性物質が放出されるタイミングにおいて確実に実施

する必要がある。 

一方で、屋内退避は、長期にわたる継続が困難であり恒久的な措置ではなく、いずれか

の時点で解除や避難への切替えを判断しなければならないものであるが、原災指針では、

放射性物質の放出後に空間放射線量率を踏まえた避難や一時移転の実施が定められている

ものの、屋内退避の解除や避難への切替えの判断の考え方は示されていない。 

以上を踏まえ、屋内退避という防護措置を最も効果的に運用するため、主に以下を論点

として検討することが適当ではないか。 

 ◯ 屋内退避の対象範囲及び実施期間 

 ◯ 上記の対象として想定すべき事態の進展の形 

 ◯ 屋内退避の解除又は避難・一時移転への切替えを判断するにあたって考慮する事項 

なお、想定すべき事態の進展の形の検討に当たっては、平成 30 年に原子力規制委員会の

見解を取りまとめた「原子力災害事前対策の策定において参照すべき線量のめやすについ

て」で示している「事故等について極端な場合を想定することは、放射線対策に偏重した

緊急時計画の策定につながり避難行動等防護対策の弊害を拡大する可能性がある」という

見解を踏まえる必要があると考える。 

 

４．今後の予定 

 本日の委員間討議を踏まえて、原子力災害時の屋内退避に関する検討の進め方（例：検

討期間、体制、参加者等）について案を作成し、原子力規制委員会に改めて諮ることとし

たい。 
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